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○「建設コンサルタント業務等におけるプロポーザル方式及び総合評価落札方式の運用ガイドライン」の一部改正について（平成 27 年 1月 22 日付国地契第 58 号,国官技第 217 号,国営整第 213 号,国北予第 27 号）の別添 運用ガイドライン 新旧対照表 

 

 

 
（下線部分が改正部分） 

新 旧 
 
〔参考１〕公募型及び簡易公募型プロポーザル方式における業務説明書例（土木関係） 

〔様式標準例〕 

 

（様式－２）予定管理（主任）技術者の経歴等 

 

④保有資格 

 当該資格を保有していることを証明する書類（資格者証の写し等）を添付すること。 

技術士（部門：    分野：      登録番号：     登録年月日：      ） 

RCCM （部門：             登録番号：     登録年月日：      ） 

工学博士（    大学                   取得年月日：      ） 

測量士（登録番号            登録年月日：                ） 

 国土交通省登録技術者資格 

    （国土交通省登録技術者資格名：        ） 

    （登録番号：           登録年月日：                ） 

 その他（名称：             登録番号：     登録年月日：      ） 
 

 
〔参考３〕簡易公募型総合評価落札方式（標準型）における入札説明書例（土木関係） 

〔入札説明書例〕 

 

（様式－２）予定管理技術者の経歴等 

 

④保有資格 

 当該資格を保有していることを証明する書類（資格者証の写し等）を添付すること。 

 技術士 （部門：   分野：   ）・登録番号：   ・登録年月日： 

  RCCM  （部門：         ）・登録番号：   ・登録年月日： 

  その他 （名称：         ）・登録番号：   ・取得年月日： 

 

 

〔参考４〕簡易公募型総合評価落札方式（簡易型）における入札説明書例（土木関係） 

〔入札説明書例〕 

 

（様式－２）予定管理技術者の経歴等 

 

④保有資格 

 当該資格を保有していることを証明する書類（資格者証の写し等）を添付すること。 

   技術士 （部門：   分野：   ）・登録番号：   ・登録年月日： 

   RCCM  （部門：         ）・登録番号：   ・登録年月日： 

   その他 （名称：         ）・登録番号：   ・取得年月日： 
 

 
〔参考１〕公募型及び簡易公募型プロポーザル方式における業務説明書例（土木関係） 

〔様式標準例〕 

 

（様式－２）予定管理（主任）技術者の経歴等 

 

④保有資格 

 当該資格を保有していることを証明する書類（資格者証の写し等）を添付すること。 

技術士（部門：    分野：      登録番号：     登録年月日：      ） 

RCCM （部門：             登録番号：     登録年月日：      ） 

工学博士（    大学                   取得年月日：      ） 

測量士（登録番号            登録年月日：                ） 

 その他（名称：             登録番号：     登録年月日：      ） 
 

 

 

 
〔参考３〕簡易公募型総合評価落札方式（標準型）における入札説明書例（土木関係） 

〔入札説明書例〕 

 

（様式－２）予定管理技術者の経歴等 

 

④保有資格 

   技術士 （部門：   分野：   ）・登録番号：   ・登録年月日： 

   RCCM  （部門：         ）・登録番号：   ・登録年月日： 

   その他 （名称：         ）・登録番号：   ・取得年月日： 
 

 

 

〔参考４〕簡易公募型総合評価落札方式（簡易型）における入札説明書例（土木関係） 

〔入札説明書例〕 

 

（様式－２）予定管理技術者の経歴等 

 

④保有資格 

   技術士 （部門：   分野：   ）・登録番号：   ・登録年月日： 

   RCCM  （部門：         ）・登録番号：   ・登録年月日： 

   その他 （名称：         ）・登録番号：   ・取得年月日： 
 



○「建設コンサルタント業務等におけるプロポーザル方式及び総合評価落札方式の運用ガイドライン」の一部改正について（平成 27 年 1月 22 日付国地契第 58 号,国官技第 217 号,国営整第 213 号,国北予第 27 号）の別添 運用ガイドライン 新旧対照表 

 

 

（下線部分が改正部分） 
 

新 旧 
 
〔参考５〕公募型及び簡易公募型プロポーザル方式における説明書例（建築関係） 

〔説明書例〕 

 
１．業務の概要 

（６）業務実施上の条件 

③管理技術者（※１）は一級建築士であり、参加表明書提出時点において建築士法第 22 条

の２に定める期間内に同条に定める定期講習を受講していること（ただし、建築士法施

行規則第 17 条の 37 第１項１ 一級建築士定期講習の項イに該当する場合を除く。）。【当

該業務が建築士法第３条に規定されている一級建築士でなければできない設計業務の場

合に記載する。それ以外の場合は業務内容に応じて求める資格を適宜、設定すること。

ただし、業務内容によっては、資格要件の設定を行わないことができる。】 

 

 

 

３．参加表明書の作成及び記載上の留意事項 

(2) 参加表明書の作成及び記載上の留意事項 

① 管理技術者及び主任担当技術者の経験及び能力（様式２、様式３） 

4) 保有資格等 

技術者の保有する資格のうち、「９．技術提案書を特定するための評価基準」におけ

る「資格評価表」（以下「資格評価表」という。）に記載された当該分野の資格を記入

する。 

関連資料として技術者の保有資格を証明する書類（資格者証の写し等）を添付するこ

と。また、建築士法第22条の2に定める期間内に同条に定める定期講習を受講したこと

を証明する書類（定期講習修了証の写し等。なお、建築士法施行規則第17条の37第１項

１ 一級建築士定期講習の項イ（同条第２項及び第３項において準用する場合を含む。）

に該当する場合は建築士試験の合格を証明する書類（合格証書の写し等））も添付する

こと。【「また、」以降については、管理技術者に一級建築士であることを業務実施上

の条件とする場合又は資格評価表において一級建築士、二級建築士及び木造建築士を

設定する場合に記載する。】 

   

 

 
〔参考５〕公募型及び簡易公募型プロポーザル方式における説明書例（建築関係） 

〔説明書例〕 

 

１．業務の概要 

（６）業務実施上の条件 

③管理技術者（※１）は一級建築士であること。【当該業務が建築士法第３条に規定されて

いる一級建築士でなければできない設計業務の場合に記載する。それ以外の場合は業務内

容に応じて求める資格を適宜、設定すること。ただし、業務内容によっては、資格要件の

設定を行わないことができる。】 

 

 

 

 

 

３．参加表明書の作成及び記載上の留意事項 

(2) 参加表明書の作成及び記載上の留意事項 

① 管理技術者及び主任担当技術者の経験及び能力（様式２、様式３） 

4) 保有資格等 

技術者の保有する資格のうち、「９．技術提案書を特定するための評価基準」におけ

る「資格評価表」（以下「資格評価表」という。）に記載された当該分野の資格を記入

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 



○「建設コンサルタント業務等におけるプロポーザル方式及び総合評価落札方式の運用ガイドライン」の一部改正について（平成 27 年 1月 22 日付国地契第 58 号,国官技第 217 号,国営整第 213 号,国北予第 27 号）の別添 運用ガイドライン 新旧対照表 

 

 

（下線部分が改正部分） 
 

新 旧 
 

 

5)  平成○○年○○月○○日以降【標準として過去10年とするが、業務内容に応じて

適宜、設定すること。】に契約履行が完了した同種又は類似業務の実績 

b) 該当する業務実績について、以下のｲ)～ﾎ)の項目を記載する。   

ｲ) 業務名称及びPUBDIS（※）登録の有無 

PUBDISの業務カルテ情報への登録状況について、有又は無のうち該当するもの

に○ をつける。有の場合は、当該業務を登録した時点で所属していた設計事務

所等のPUBDISの「会社コード」を記載すること。 

 

 

c) 記載する件数は１件とするが、この際、同種業務の実績を優先するものとする。

記載した業務については契約書の写しを提出すること。ただし、当該業務が、

PUBDISの業務カルテ情報に登録されている場合は、技術提案書にPUBDISの業務カ

ルテ情報に登録された業務名及び当該業務実績を登録した時点で所属していた設

計事務所等のPUBDISの「会社コード」を記載すれば、契約書の写しを提出する必

要はない。 

 

 

③ 新たな分担業務分野の追加（様式５） 

7) 保有資格等 

技術者の保有する資格のうち、「９．技術提案書を特定するための評価基準」におけ

る「資格評価表」（以下「資格評価表」という。）に記載された当該分野の資格を記入

する。 

関連資料として技術者の保有資格を証明する書類（資格者証の写し等）を添付するこ

と。また、建築士法第22条の2に定める期間内に同条に定める定期講習を受講したこと

を証明する書類（定期講習修了証の写し等。なお、建築士法施行規則第17条の37第１項

１ 一級建築士定期講習の項イ（同条第２項及び第３項において準用する場合を含む。）

に該当する場合は建築士試験の合格を証明する書類（合格証書の写し等））も添付する

こと。【「また、」以降については、資格評価表において一級建築士、二級建築士及び

木造建築士を設定する場合に記載する。】 

 
 

5)  平成○○年○○月○○日以降【標準として過去10年とするが、業務内容に応じて

適宜、設定すること。】に契約履行が完了した同種又は類似業務の実績 

b) 該当する業務実績について、以下のｲ)～ﾎ)の項目を記載する。   

ｲ) 業務名称及びPUBDIS（※）登録の有無 

PUBDISへの登録状況について、有又は無のうち該当するものに○をつける。有の

場合は、当該業務を登録した時点で所属していた設計事務所等のPUBDISの「会社コ

ード」を記載すること。 

 

 

c) 記載する件数は１件とするが、この際、同種業務の実績を優先するものとする。

記載した業務については契約書の写しを提出すること。ただし、当該業務が、PUBDIS

に登録されている場合は、技術提案書にPUBDISに登録された業務名及び当該業務実

績を登録した時点で所属していた設計事務所等のPUBDISの「会社コード」を記載す

れば、契約書の写しを提出する必要はない。 

 

 

③ 新たな分担業務分野の追加（様式５） 

7) 保有資格等 

技術者の保有する資格のうち、「９．技術提案書を特定するための評価基準」におけ

る「資格評価表」（以下「資格評価表」という。）に記載された当該分野の資格を記入

する。 

 

  

 



○「建設コンサルタント業務等におけるプロポーザル方式及び総合評価落札方式の運用ガイドライン」の一部改正について（平成 27 年 1月 22 日付国地契第 58 号,国官技第 217 号,国営整第 213 号,国北予第 27 号）の別添 運用ガイドライン 新旧対照表 

 

 

（下線部分が改正部分） 
 

新 旧 
 
５．技術提案書の提出者を選定するための評価基準 

(1) 参加表明書の評価項目、判断基準、並びに評価ウェイトは、以下のとおりである。 

 

（中略） 

 

資格評価表 
分担業務分野 評価する資格（番号の順に評価する。） 
管理技術者 

 
【当該業務が建築士法第３条に規定される一級建築士でなければできない設

計業務で、管理技術者に一級建築士であることを業務実施上の条件とする場

合は記載しない。】 
【業務内容に応じて適宜、設定する。】 

総合・構造 ① 一級建築士 ②二級建築士 ③その他 
電   気 ①建築設備士、技術士、一級建築士 ②一級電気工事施工管理技士 

② 二級電気工事施工管理技士 ④その他 
機   械 ①建築設備士、技術士、一級建築士 ②一級管工事施工管理技士 

③ 二級管工事施工管理技士 ④その他 

※海外の資格については、当該資格と同等であると判断できる説明資料を提出した場合、 
同等の評価を行う。 

※「技術士」の資格は当該分野における技術士とする。 

※「その他」とは、当該分野における技術者資格とする。 

※参加表明書提出時点において建築士法第22条の2に定める期間内に同条に定める定期講習を

受講していない場合（建築士法施行規則第17条の37第１項１ 一級建築士定期講習の項イ

（同条第２項及び第３項において準用する場合を含む。）に該当する場合を除く。）、建築

士としての資格を評価しない。 

【評価する資格に一級建築士、二級建築士及び木造建築士を設定する場合に記載すること。】 

【業務内容に応じて、適宜分担業務分野、評価する資格を追加、削除、変更すること。】  

  

 

 
５．技術提案書の提出者を選定するための評価基準 

(1) 参加表明書の評価項目、判断基準、並びに評価ウェイトは、以下のとおりである。 

 

（中略） 

 

資格評価表 
分担業務分野 評価する資格（番号の順に評価する。） 
管理技術者 

 
【当該業務が建築士法第３条に規定される一級建築士でなければできない設

計業務で、管理技術者に一級建築士であることを業務実施上の条件とする場

合は記載しない。】 
【業務内容に応じて適宜、設定する。】 

総合・構造 ④ 一級建築士 ②二級建築士 ③その他 
電   気 ①建築設備士、技術士、一級建築士 ②一級電気工事施工管理技士 

⑤ 二級電気工事施工管理技士 ④その他 
機   械 ①建築設備士、技術士、一級建築士 ②一級管工事施工管理技士 

③二級管工事施工管理技士 ④その他 
※海外の資格については、当該資格と同等であると判断できる説明資料を提出した場合、 
同等の評価を行う。 

※「技術士」の資格は当該分野における技術士とする。 
※「その他」とは、当該分野における技術者資格とする。 
【業務内容に応じて、適宜分担業務分野、評価する資格を追加、削除、変更すること。】  

  

 



○「建設コンサルタント業務等におけるプロポーザル方式及び総合評価落札方式の運用ガイドライン」の一部改正について（平成 27 年 1月 22 日付国地契第 58 号,国官技第 217 号,国営整第 213 号,国北予第 27 号）の別添 運用ガイドライン 新旧対照表 

 

 
 

 

新 旧 
 
９．技術提案書を特定するための評価基準 

(1) 技術提案書の評価項目、判断基準、並びに評価ウェイトは、以下のとおりである。 

 

【標準評価項目】 

評価 

項目 
評価の着目点 評価の 

ｳｪｲﾄ  判断基準 
技術力 平成○○年○○月○○日以降（※１）

に契約履行が完了した同種又は類

似業務の実績 

（実績の有無及び携わった立場） 

以下の順で評価する。 
① 同種業務の実績がある。 
② 類似業務の実績がある。 

上記に加え、実績の立場を下記の順で 
評価する。 
●管理技術者の場合 
① 管理技術者又はこれに準ずる立場 
② 主任担当技術者又はこれに準ずる立場 
③ 担当技術者又はこれに準ずる立場 

●主任担当技術者の場合 
① 主任担当技術者又はこれに準ずる立場 
② 担当技術者又はこれに準ずる立場 

管理技術者 ○○ 
主任担当 
技術者 

◎◎ ○○ 
△△ ○○ 
◇◇ ○○ 

  

平成○○年○○月○○日以降（※2）

に契約履行が完了した○○（国土

交通省大臣官房官庁営繕部、国土

交通省各地方整備局営繕部、北海

道開発局営繕部及び内閣府沖縄総

合事務局開発建設部営繕課とし、

相互利用する機関名を追記する。

）実施の営繕事業に係る○○業務

の成績評価 

以下の順で評価する。 
① 00点以上の実績がある。(加点) 
② ①、④以外の実績がある。(加点) 
③ 実績が無い。(0点) 
④ 00点未満の実績がある。(減点) 

管理技術者 ○○ 
主任担当 
技術者 

◎◎ ○○ 
△△ ○○ 
◇◇ ○○ 

  
（複数の実績がある場合は、評価点の平

均） 
 

ＣＰＤ ＣＰＤ取得単位を評価。 管理技術者 ○○ 
  主任担当 

技術者 
◎◎ ○○ 

  △△ ○○ 
  ◇◇ ○○ 

 

 

 

 

 

 

 
９．技術提案書を特定するための評価基準 

(1) 技術提案書の評価項目、判断基準、並びに評価ウェイトは、以下のとおりである。 

 

【標準評価項目】 

評価 

項目 
評価の着目点 評価の 

ｳｪｲﾄ  判断基準 
技術力 平成○○年○○月○○日以降（※１）

に契約履行が完了した同種又は類

似業務の実績 

（実績の有無及び携わった立場） 

以下の順で評価する。 
① 同種業務の実績がある。 
② 類似業務の実績がある。 

上記に加え、実績の立場を下記の順で 
評価する。 
●管理技術者の場合 
① 管理技術者又はこれに準ずる立場 
② 主任担当技術者又はこれに準ずる立場 
③ 担当技術者又はこれに準ずる立場 

●主任担当技術者の場合 
① 主任担当技術者又はこれに準ずる立場 
② 担当技術者又はこれに準ずる立場 

管理技術者 ○○ 
主任担当 
技術者 

◎◎ ○○ 
△△ ○○ 
◇◇ ○○ 

  

平成○○年○○月○○日以降（※2）

に契約履行が完了した○○（国土

交通省大臣官房官庁営繕部、国土

交通省各地方整備局営繕部、北海

道開発局営繕部及び内閣府沖縄総

合事務局開発建設部営繕課とし、

相互利用する機関名を追記する。

）実施の営繕事業に係る○○業務

の成績評価 

以下の順で評価する。 
① 00点以上の実績がある。(加点) 
② ①、④以外の実績がある。(加点) 
③ 実績が無い。(0点) 
④ 00点未満の実績がある。(減点) 

管理技術者 ○○ 
主任担当 
技術者 

◎◎ ○○ 
△△ ○○ 
◇◇ ○○ 

  
（複数の実績がある場合は、評価点の平

均） 
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（下線部分が改正部分） 

 

 

（下線部分が改正部分） 

新 旧 
 

（中略） 

 

資格評価表 
分担業務分野 評価する資格（番号の順に評価する。） 
管理技術者 

 
【当該業務が建築士法第３条に規定される一級建築士でなければできない設

計業務で、管理技術者に一級建築士であることを業務実施上の条件とする場

合は記載しない。】 
【業務内容に応じて適宜、設定する。】 

総合・構造 ⑥ 一級建築士 ②二級建築士 ③その他 
電   気 ①建築設備士、技術士、一級建築士 ②一級電気工事施工管理技士 

⑦ 二級電気工事施工管理技士 ④その他 
機   械 ①建築設備士、技術士、一級建築士 ②一級管工事施工管理技士 

⑧ 二級管工事施工管理技士 ④その他 

※海外の資格については、当該資格と同等であると判断できる説明資料を提出した場合、 
同等の評価を行う。 

※「技術士」の資格は当該分野における技術士とする。 
※「その他」とは、当該分野における技術者資格とする。 
※参加表明書提出時点において建築士法第22条の2に定める期間内に同条に定める定期講習を

受講していない場合（建築士法施行規則第17条の37第１項１ 一級建築士定期講習の項イ

（同条第２項及び第３項において準用する場合を含む。）に該当する場合を除く。）、建築

士としての資格を評価しない。 
【評価する資格に一級建築士、二級建築士及び木造建築士を設定する場合に記載するこ

と。】 
【業務内容に応じて、適宜分担業務分野、評価する資格を追加、削除、変更すること。】  

 

 

 
（中略） 

 

資格評価表 
分担業務分野 評価する資格（番号の順に評価する。） 
管理技術者 

 
【当該業務が建築士法第３条に規定される一級建築士でなければできない設

計業務で、管理技術者に一級建築士であることを業務実施上の条件とする場

合は記載しない。】 
【業務内容に応じて適宜、設定する。】 

総合・構造 ⑨ 一級建築士 ②二級建築士 ③その他 
電   気 ①建築設備士、技術士、一級建築士 ②一級電気工事施工管理技士 

⑩ 二級電気工事施工管理技士 ④その他 
機   械 ①建築設備士、技術士、一級建築士 ②一級管工事施工管理技士 

⑪ 二級管工事施工管理技士 ④その他 

※海外の資格については、当該資格と同等であると判断できる説明資料を提出した場合、 
同等の評価を行う。 

※「技術士」の資格は当該分野における技術士とする。 
※「その他」とは、当該分野における技術者資格とする。 
【業務内容に応じて、適宜分担業務分野、評価する資格を追加、削除、変更すること。】  

  

 

 

 

 

 



○「建設コンサルタント業務等におけるプロポーザル方式及び総合評価落札方式の運用ガイドライン」の一部改正について（平成 27 年 1月 22 日付国地契第 58 号,国官技第 217 号,国営整第 213 号,国北予第 27 号）の別添 運用ガイドライン 新旧対照表 

 

 

（下線部分が改正部分） 

 

新 旧 
 
〔参考５〕公募型及び簡易公募型プロポーザル方式における説明書例（建築関係） 

〔様式標準例〕 

 

（様式２）管理技術者の経歴等 

 
④ 保有資格等    
当該資格を保有していることを証明する書類（資格者証の写し等）及び建築士定期講習の最終受講年月日を証明す

る書類（定期講習修了証の写し等）等を添付すること。 
・一級建築士          （登録番号：○○    ）（取得年月日：昭和○○年○○月○○日） 

（建築士定期講習の最終受講年月日又は建築士試験合格年月日：平成○○年○○月○○日） 
  ・（                    ）  （登録番号：       ）（取得年月日：     年   月   日） 

 

（様式３－○）各主任担当技術者の経歴等 

 
④ 保有資格等    
当該資格を保有していることを証明する書類（資格者証の写し等）及び建築士を記載する場合は建築士定期講習の

最終受講年月日を証明する書類（定期講習修了証の写し等）等を添付すること。 
・○○建築士          （登録番号：○○    ）（取得年月日：昭和○○年○○月○○日） 

（建築士定期講習の最終受講年月日又は建築士試験合格年月日：平成○○年○○月○○日） 
  ・（                    ）  （登録番号：       ）（取得年月日：     年   月   日） 

 

（様式５）新たに分担業務分野を追加する場合の主任担当技術者等 

 
⑦ 保有資格等    
当該資格を保有していることを証明する書類（資格者証の写し等）及び建築士を記載する場合は建築士定期講習の

最終受講年月日を証明する書類（定期講習修了証の写し等）等を添付すること。 
・○○建築士          （登録番号：○○    ）（取得年月日：昭和○○年○○月○○日） 

（建築士定期講習の最終受講年月日又は建築士試験合格年月日：平成○○年○○月○○日） 
  ・（                    ）  （登録番号：       ）（取得年月日：     年   月   日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
〔参考５〕公募型及び簡易公募型プロポーザル方式における説明書例（建築関係） 

〔様式標準例〕 

 

（様式２）管理技術者の経歴等 

 
④ 保有資格等    
 ・一級建築士          （登録番号：○○    ）（取得年月日：昭和○○年○○月○○日） 
  ・（                    ）  （登録番号：       ）（取得年月日：     年   月   日） 

 

 

（様式３－○）各主任担当技術者の経歴等 

 
④ 保有資格等    
 ・（                    ）  （登録番号：       ）（取得年月日：     年   月   日） 
  ・（                    ）  （登録番号：       ）（取得年月日：     年   月   日） 

 

 

 

（様式５）新たに分担業務分野を追加する場合の主任担当技術者等 

 
④ 保有資格等    
 ・（                    ）  （登録番号：       ）（取得年月日：     年   月   日） 
  ・（                    ）  （登録番号：       ）（取得年月日：     年   月   日） 
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（下線部分が改正部分） 

新 旧 
 
〔参考５〕公募型及び簡易公募型プロポーザル方式における説明書例（建築関係） 

〔○○○○○設計業務 技術提案書提出者選定及び技術提案書評価要領（案）〕 

 

１．業務実施上の条件 

（１）以下の場合は、欠格とする。 

 

①建築士法第３条に規定されている一級建築士でなければできない設計業務の場合は、管理

技術者が一級建築士でない場合又は参加表明書提出時点において建築士法第 22 条の 2に定

める期間内に同条に定める定期講習を受講していない場合（ただし、建築士法施行規則第

17 条の 37 第１項１ 一級建築士定期講習の項イに該当する場合を除く。）。業務内容に応じ

て他に資格要件を求めた場合は、当該資格を保有していない場合。 

 
 
２．資格及び技術力 

（１）各項目の評価 

①専門分野の技術者資格 

１）（略） 

２）（略） 

３）（略） 

４）参加表明書提出時点において建築士法第 22 条の 2に定める期間内に同条に定める定期講習

を受講していない場合（建築士法施行規則第 17 条の 37 第１項１ 一級建築士定期講習の項

イ（同条第２項及び第３項において準用する場合を含む。）に該当する場合を除く。）、建築

士としての資格を評価しない。 

【評価する資格に一級建築士、二級建築士及び木造建築士を設定する場合に記載するこ

と。】 
 

 
〔参考５〕公募型及び簡易公募型プロポーザル方式における説明書例（建築関係） 

〔○○○○○設計業務 技術提案書提出者選定及び技術提案書評価要領（案）〕 

 

１．業務実施上の条件 

（１）以下の場合は、欠格とする。 

 

①管理技術者が一級建築士でない場合。（建築士法第３条に規定されている一級建築士でなけ

ればできない設計業務の場合。）また、業務内容に応じて他に資格要件を求めた場合は、当

該資格を保有していない場合。 

 

 

 

 

２．資格及び技術力 

（１）各項目の評価 

①専門分野の技術者資格 

１）（略） 

２）（略） 

３）（略） 

４）（新設） 
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（下線部分が改正部分） 
 

新 旧 
 
〔参考６〕標準プロポーザル方式における技術提案書提出要請書例（建築関係） 

〔提出要請書例〕 

 
１．業務の概要 

（６）業務実施上の条件 

①管理技術者（※１）は一級建築士であり、技術提案書提出時点において建築士法第 22 条

の 2に定める期間内に同条に定める定期講習を受講していること（ただし、建築士法施

行規則第 17 条の 37 第１項１ 一級建築士定期講習の項イに該当する場合を除く。）。【当

該業務が建築士法第３条に規定されている一級建築士でなければできない設計業務の場

合に記載する。それ以外の場合は業務内容に応じて求める資格を適宜、設定すること。

ただし、業務内容によっては、資格要件の設定を行わないことができる。】 

 

３．技術提案書の作成及び記載上の留意事項 

(3) 技術提案書の作成及び記載上の留意事項 

① 管理技術者及び主任担当技術者の経験及び能力（様式２、様式３） 

4) 保有資格等 

技術者の保有する資格のうち、「５．技術提案書を特定するための評価基準」におけ

る「資格評価表」（以下「資格評価表」という。）に記載された当該分野の資格を記入

する。 

関連資料として技術者の保有資格を証明する書類（資格者証の写し等）を添付するこ

と。また、建築士法第22条の2に定める期間内に同条に定める定期講習を受講したこと

を証明する書類（定期講習修了証の写し等。なお、建築士法施行規則第17条の37第１項

１ 一級建築士定期講習の項イ（同条第２項及び第３項において準用する場合を含む。）

に該当する場合は建築士試験の合格を証明する書類（合格証書の写し等））も添付する

こと。【「また、」以降については、管理技術者に一級建築士であることを業務実施上

の条件とする場合又は資格評価表において一級建築士、二級建築士及び木造建築士を設

定する場合に記載する。】 

   

 

 
〔参考６〕標準プロポーザル方式における技術提案書提出要請書例（建築関係） 

〔提出要請書例〕 

 

１．業務の概要 

（６）業務実施上の条件 

①管理技術者（※１）は一級建築士であること。【当該業務が建築士法第３条に規定されて

いる一級建築士でなければできない設計業務の場合に記載する。それ以外の場合は業務

内容に応じて求める資格を適宜、設定すること。ただし、業務内容によっては、資格要

件の設定を行わないことができる。】 

 

 

 

３．参加表明書の作成及び記載上の留意事項 

(3) 技術提案書の作成及び記載上の留意事項 

① 管理技術者及び主任担当技術者の経験及び能力（様式２、様式３） 

4) 保有資格等 

技術者の保有する資格のうち、「５．技術提案書を特定するための評価基準」におけ

る「資格評価表」（以下「資格評価表」という。）に記載された当該分野の資格を記入

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



○「建設コンサルタント業務等におけるプロポーザル方式及び総合評価落札方式の運用ガイドライン」の一部改正について（平成 27 年 1月 22 日付国地契第 58 号,国官技第 217 号,国営整第 213 号,国北予第 27 号）の別添 運用ガイドライン 新旧対照表 

 

（下線部分が改正部分） 
 

新 旧 
 

 

5)  平成○○年○○月○○日以降【標準として過去10年とするが、業務内容に応じて

適宜、設定すること。】に契約履行が完了した同種又は類似業務の実績 

b) 該当する業務実績について、以下のｲ)～ﾎ)の項目を記載する。   

ｲ) 業務名称及びPUBDIS（※）登録の有無 

PUBDISの業務カルテ情報への登録状況について、有又は無のうち該当するもの

に○ をつける。有の場合は、当該業務を登録した時点で所属していた設計事務

所等のPUBDISの「会社コード」を記載すること。 

 

 

c) 記載する件数は１件とするが、この際、同種業務の実績を優先するものとする。

記載した業務については契約書の写しを提出すること。ただし、当該業務が、

PUBDISの業務カルテ情報に登録されている場合は、技術提案書にPUBDISの業務カ

ルテ情報に登録された業務名及び当該業務実績を登録した時点で所属していた設

計事務所等のPUBDISの「会社コード」を記載すれば、契約書の写しを提出する必要

はない。 

 

 
   

③ 新たな分担業務分野の追加（様式５） 

7) 保有資格等 

技術者の保有する資格のうち、「５．技術提案書を特定するための評価基準」におけ

る「資格評価表」（以下「資格評価表」という。）に記載された当該分野の資格を記入

する。 

関連資料として技術者の保有資格を証明する書類（資格者証の写し等）を添付するこ

と。また、建築士法第22条の2に定める期間内に同条に定める定期講習を受講したこと

を証明する書類（定期講習修了証の写し等。なお、建築士法施行規則第17条の37第１項

１ 一級建築士定期講習の項イ（同条第２項及び第３項において準用する場合を含む。）

に該当する場合は建築士試験の合格を証明する書類（合格証書の写し等））も添付する

こと。【「また、」以降については、資格評価表において一級建築士、二級建築士及び

木造建築士を設定する場合に記載する。】 

 
 

5)  平成○○年○○月○○日以降【標準として過去10年とするが、業務内容に応じて

適宜、設定すること。】に契約履行が完了した同種又は類似業務の実績 

b) 該当する業務実績について、以下のｲ)～ﾎ)の項目を記載する。   

ｲ) 業務名称及びPUBDIS（※）登録の有無 

PUBDISへの登録状況について、有又は無のうち該当するものに○をつける。有

の場合は、当該業務を登録した時点で所属していた設計事務所等のPUBDISの「会

社コード」を記載すること。 

 

 

c) 記載する件数は１件とするが、この際、同種業務の実績を優先するものとする。

記載した業務については契約書の写しを提出すること。ただし、当該業務が、

PUBDISに登録されている場合は、技術提案書にPUBDISに登録された業務名及び当

該業務実績を登録した時点で所属していた設計事務所等のPUBDISの「会社コード」

を記載すれば、契約書の写しを提出する必要はない。 

 

 

 

③ 新たな分担業務分野の追加（様式５） 

7) 保有資格等 

技術者の保有する資格のうち、「５．技術提案書を特定するための評価基準」におけ

る「資格評価表」（以下「資格評価表」という。）に記載された当該分野の資格を記入

する。 

 



○「建設コンサルタント業務等におけるプロポーザル方式及び総合評価落札方式の運用ガイドライン」の一部改正について（平成 27 年 1月 22 日付国地契第 58 号,国官技第 217 号,国営整第 213 号,国北予第 27 号）の別添 運用ガイドライン 新旧対照表 

 

 

（下線部分が改正部分） 

 

新 旧 
 
５．技術提案書を特定するための評価基準 

(1) 技術提案書の評価項目、判断基準、ならびに評価ウェイトは、以下のとおりである。 

 

【標準評価項目】 

評価 

項目 
評価の着目点 評価の 

ｳｪｲﾄ  判断基準 
技術力 平成○○年○○月○○日以降（※１）

に契約履行が完了した同種又は類

似業務の実績 

（実績の有無及び携わった立場） 

以下の順で評価する。 
① 同種業務の実績がある。 
② 類似業務の実績がある。 

上記に加え、実績の立場を下記の順で 
評価する。 
●管理技術者の場合 
① 管理技術者又はこれに準ずる立場 
② 主任担当技術者又はこれに準ずる立場 
③ 担当技術者又はこれに準ずる立場 

●主任担当技術者の場合 
① 主任担当技術者又はこれに準ずる立場 
② 担当技術者又はこれに準ずる立場 

管理技術者 ○○ 
主任担当 
技術者 

◎◎ ○○ 
△△ ○○ 
◇◇ ○○ 

  

平成○○年○○月○○日以降（※2）

に契約履行が完了した○○（国土

交通省大臣官房官庁営繕部、国土

交通省各地方整備局営繕部、北海

道開発局営繕部及び内閣府沖縄総

合事務局開発建設部営繕課とし、

相互利用する機関名を追記する。

）実施の営繕事業に係る○○業務

の成績評価 

以下の順で評価する。 
① 00点以上の実績がある。(加点) 
② ①、④以外の実績がある。(加点) 
③ 実績が無い。(0点) 
④ 00点未満の実績がある。(減点) 

管理技術者 ○○ 
主任担当 
技術者 

◎◎ ○○ 
△△ ○○ 
◇◇ ○○ 

  
（複数の実績がある場合は、評価点の平

均） 
 

ＣＰＤ ＣＰＤ取得単位を評価。 管理技術者 ○○ 
  主任担当 

技術者 
◎◎ ○○ 

  △△ ○○ 
  ◇◇ ○○ 

 

 

 

 

 

 

 
５．技術提案書を特定するための評価基準 

(1) 技術提案書の評価項目、判断基準、ならびに評価ウェイトは、以下のとおりである。 

 

【標準評価項目】 

評価 

項目 
評価の着目点 評価の 

ｳｪｲﾄ  判断基準 
技術力 平成○○年○○月○○日以降（※１）

に契約履行が完了した同種又は類

似業務の実績 

（実績の有無及び携わった立場） 

以下の順で評価する。 
① 同種業務の実績がある。 
② 類似業務の実績がある。 

上記に加え、実績の立場を下記の順で 
評価する。 
●管理技術者の場合 
① 管理技術者又はこれに準ずる立場 
② 主任担当技術者又はこれに準ずる立場 
③ 担当技術者又はこれに準ずる立場 

●主任担当技術者の場合 
① 主任担当技術者又はこれに準ずる立場 
② 担当技術者又はこれに準ずる立場 

管理技術者 ○○ 
主任担当 
技術者 

◎◎ ○○ 
△△ ○○ 
◇◇ ○○ 

  

平成○○年○○月○○日以降（※2）

に契約履行が完了した○○（国土

交通省大臣官房官庁営繕部、国土

交通省各地方整備局営繕部、北海

道開発局営繕部及び内閣府沖縄総

合事務局開発建設部営繕課とし、

相互利用する機関名を追記する。

）実施の営繕事業に係る○○業務

の成績評価 

以下の順で評価する。 
① 00点以上の実績がある。(加点) 
② ①、④以外の実績がある。(加点) 
③ 実績が無い。(0点) 
④ 00点未満の実績がある。(減点) 

管理技術者 ○○ 
主任担当 
技術者 

◎◎ ○○ 
△△ ○○ 
◇◇ ○○ 

  
（複数の実績がある場合は、評価点の平

均） 
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（下線部分が改正部分） 

新 旧 
 

（中略） 

 

資格評価表 
分担業務分野 評価する資格（番号の順に評価する。） 
管理技術者 

 
【当該業務が建築士法第３条に規定される一級建築士でなければできない設

計業務で、管理技術者に一級建築士であることを業務実施上の条件とする場

合は記載しない。】 
【業務内容に応じて適宜、設定する。】 

総合・構造 ⑫ 一級建築士 ②二級建築士 ③その他 
電   気 ①建築設備士、技術士、一級建築士 ②一級電気工事施工管理技士 

⑬ 二級電気工事施工管理技士 ④その他 
機   械 ①建築設備士、技術士、一級建築士 ②一級管工事施工管理技士 

⑭ 二級管工事施工管理技士 ④その他 

※海外の資格については、当該資格と同等であると判断できる説明資料を提出した場合、 
同等の評価を行う。 

※「技術士」の資格は当該分野における技術士とする。 
※「その他」とは、当該分野における技術者資格とする。 
※技術提案書提出時点において建築士法第22条の2に定める期間内に同条に定める定期講習を

受講していない場合（建築士法施行規則第17条の37第１項１ 一級建築士定期講習の項イ

（同条第２項及び第３項において準用する場合を含む。）に該当する場合を除く。）、建築

士としての資格を評価しない。 
【評価する資格に一級建築士、二級建築士及び木造建築士を設定する場合に記載するこ

と。】 
【業務内容に応じて、適宜分担業務分野、評価する資格を追加、削除、変更すること。】  

   

 

 

 
（中略） 

 

資格評価表 
分担業務分野 評価する資格（番号の順に評価する。） 
管理技術者 

 
【当該業務が建築士法第３条に規定される一級建築士でなければできない設

計業務で、管理技術者に一級建築士であることを業務実施上の条件とする場

合は記載しない。】 
【業務内容に応じて適宜、設定する。】 

総合・構造 ⑮ 一級建築士 ②二級建築士 ③その他 
電   気 ①建築設備士、技術士、一級建築士 ②一級電気工事施工管理技士 

⑯ 二級電気工事施工管理技士 ④その他 
機   械 ①建築設備士、技術士、一級建築士 ②一級管工事施工管理技士 

③二級管工事施工管理技士 ④その他 
※海外の資格については、当該資格と同等であると判断できる説明資料を提出した場合、 
同等の評価を行う。 

※「技術士」の資格は当該分野における技術士とする。 
※「その他」とは、当該分野における技術者資格とする。 
【業務内容に応じて、適宜分担業務分野、評価する資格を追加、削除、変更すること。】  
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（下線部分が改正部分） 

新 旧 
 
〔参考６〕標準プロポーザル方式における技術提案書提出要請書例（建築関係） 

〔様式標準例〕 

 

（様式２）管理技術者の経歴等 

 
④ 保有資格等    
当該資格を保有していることを証明する書類（資格者証の写し等）及び建築士定期講習の最終受講年月日を証明す

る書類（定期講習修了証の写し等）等を添付すること。 
・一級建築士          （登録番号：○○    ）（取得年月日：昭和○○年○○月○○日） 

（建築士定期講習の最終受講年月日又は建築士試験合格年月日：平成○○年○○月○○日） 
  ・（                    ）  （登録番号：       ）（取得年月日：     年   月   日） 

 

（様式３－○）各主任担当技術者の経歴等 

 
④ 保有資格等    
当該資格を保有していることを証明する書類（資格者証の写し等）及び建築士を記載する場合は建築士定期講習の

最終受講年月日を証明する書類（定期講習修了証の写し等）等を添付すること。 
・○○建築士          （登録番号：○○    ）（取得年月日：昭和○○年○○月○○日） 

（建築士定期講習の最終受講年月日又は建築士試験合格年月日：平成○○年○○月○○日） 
  ・（                    ）  （登録番号：       ）（取得年月日：     年   月   日） 

 

（様式５）新たに分担業務分野を追加する場合の主任担当技術者等 

 
⑦ 保有資格等    
当該資格を保有していることを証明する書類（資格者証の写し等）及び建築士を記載する場合は建築士定期講習の

最終受講年月日を証明する書類（定期講習修了証の写し等）等を添付すること。 
・○○建築士          （登録番号：○○    ）（取得年月日：昭和○○年○○月○○日） 

（建築士定期講習の最終受講年月日又は建築士試験合格年月日：平成○○年○○月○○日） 
  ・（                    ）  （登録番号：       ）（取得年月日：     年   月   日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
〔参考６〕標準プロポーザル方式における技術提案書提出要請書例（建築関係） 

〔様式標準例〕 

 

（様式２）管理技術者の経歴等 

 
④ 保有資格等    
 ・一級建築士          （登録番号：○○    ）（取得年月日：昭和○○年○○月○○日） 
  ・（                    ）  （登録番号：       ）（取得年月日：     年   月   日） 

 

 

（様式３－○）各主任担当技術者の経歴等 

 
④ 保有資格等    
 ・（                    ）  （登録番号：       ）（取得年月日：     年   月   日） 
  ・（                    ）  （登録番号：       ）（取得年月日：     年   月   日） 

 

 

 

（様式５）新たに分担業務分野を追加する場合の主任担当技術者等 

 
④ 保有資格等    
 ・（                    ）  （登録番号：       ）（取得年月日：     年   月   日） 
  ・（                    ）  （登録番号：       ）（取得年月日：     年   月   日） 
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（下線部分が改正部分） 

新 旧 
 
〔参考６〕標準プロポーザル方式における技術提案書提出要請書例（建築関係） 

〔○○○○○設計業務 技術提案書評価要領（案）〕 

 

１．業務実施上の条件 

（１）以下の場合は、欠格とする。 

 

①建築士法第３条に規定されている一級建築士でなければできない設計業務の場合は、管理

技術者が一級建築士でない場合又は技術提案書提出時点において建築士法第 22 条の 2に定

める期間内に同条に定める定期講習を受講していない場合（ただし、建築士法施行規則第

17 条の 37 第１項１ 一級建築士定期講習の項イに該当する場合を除く。）。業務内容に応じ

て他に資格要件を求めた場合は、当該資格を保有していない場合。 

 
 
２．資格及び技術力 

（１）各項目の評価 

①専門分野の技術者資格 

１）（略） 

２）（略） 

３）（略） 

４）技術提案書提出時点において建築士法第 22 条の 2に定める期間内に同条に定める定期講習

を受講していない場合（建築士法施行規則第 17 条の 37 第１項１ 一級建築士定期講習の項

イ（同条第２項及び第３項において準用する場合を含む。）に該当する場合を除く。）、建築

士としての資格を評価しない。 

【評価する資格に一級建築士、二級建築士及び木造建築士を設定する場合に記載するこ

と。】 

 
〔参考６〕標準プロポーザル方式における技術提案書提出要請書例（建築関係） 

〔○○○○○設計業務 技術提案書評価要領（案）〕 

 

１．業務実施上の条件 

（１）以下の場合は、欠格とする。 

 

①管理技術者が一級建築士でない場合。（建築士法第３条に規定されている一級建築士でなけ

ればできない設計業務の場合。）また、業務内容に応じて他に資格要件を求めた場合は、当

該資格を保有していない場合。 

 

 

 

 

２．資格及び技術力 

（１）各項目の評価 

①専門分野の技術者資格 

１）（略） 

２）（略） 

３）（略） 

４）（新設） 
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（下線部分が改正部分） 

新 旧 
 
〔参考７〕簡易公募型総合評価落札方式における入札説明書例（建築関係） 

〔説明書例〕 

 
４．入札参加者に要求される資格 

（３）管理技術者（※１）は一級建築士であり、参加表明書提出時点において建築士法第 22

条の 2に定める期間内に同条に定める定期講習を受講していること（ただし、建築士法

施行規則第 17 条の 37 第１項１ 一級建築士定期講習の項イに該当する場合を除く。）。

【当該業務が建築士法第３条に規定されている一級建築士でなければできない設計業務

の場合に記載する。それ以外の場合は業務内容に応じて求める資格を適宜、設定するこ

と。ただし、業務内容によっては、資格要件の設定を行わないことができる。】 

 

６．参加表明書の作成及び記載上の留意事項 

(2) 参加表明書の作成及び記載上の留意事項 

① 管理技術者及び主任担当技術者の経験及び能力（様式２、様式３） 

4) 保有資格等 

技術者の保有する資格のうち、「９．技術提案書を特定するための評価基準」におけ

る「資格評価表」（以下「資格評価表」という。）に記載された当該分野の資格を記入

する。 

関連資料として技術者の保有資格を証明する書類（資格者証の写し等）を添付するこ

と。また、建築士法第22条の2に定める期間内に同条に定める定期講習を受講したこと

を証明する書類（定期講習修了証の写し等。なお、建築士法施行規則第17条の37第１項

１ 一級建築士定期講習の項イ（同条第２項及び第３項において準用する場合を含む。）

に該当する場合は建築士試験の合格を証明する書類（合格証書の写し等））も添付する

こと。【「また、」以降については、管理技術者に一級建築士であることを業務実施上

の条件とする場合又は資格評価表において一級建築士、二級建築士及び木造建築士を設

定する場合に記載する。】 

   

 

 
〔参考７〕簡易公募型総合評価落札方式における入札説明書例（建築関係） 

〔説明書例〕 

 

４．入札参加者に要求される資格 

（３）管理技術者（※１）は一級建築士であること。【当該業務が建築士法第３条に規定さ

れている一級建築士でなければできない設計業務の場合に記載する。それ以外の場合は

業務内容に応じて求める資格を適宜、設定すること。ただし、業務内容によっては、資

格要件の設定を行わないことができる。】 

 

 

 

６．参加表明書の作成及び記載上の留意事項 

(2) 参加表明書の作成及び記載上の留意事項 

① 管理技術者及び主任担当技術者の経験及び能力（様式２、様式３） 

4) 保有資格等 

技術者の保有する資格のうち、「９．技術提案書を特定するための評価基準」におけ

る「資格評価表」（以下「資格評価表」という。）に記載された当該分野の資格を記入

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

。 

 



○「建設コンサルタント業務等におけるプロポーザル方式及び総合評価落札方式の運用ガイドライン」の一部改正について（平成 27 年 1月 22 日付国地契第 58 号,国官技第 217 号,国営整第 213 号,国北予第 27 号）の別添 運用ガイドライン 新旧対照表 

 

 

（下線部分が改正部分） 

新 旧 
 

 

5)  平成○○年○○月○○日以降【標準として過去10年とするが、業務内容に応じて

適宜、設定すること。】に契約履行が完了した同種又は類似業務の実績 

b) 該当する業務実績について、以下のｲ)～ﾎ)の項目を記載する。   

ｲ) 業務名称及びPUBDIS（※）登録の有無 

PUBDISの業務カルテ情報への登録状況について、有又は無のうち該当するもの

に○ をつける。有の場合は、当該業務を登録した時点で所属していた設計事務

所等のPUBDISの「会社コード」を記載すること。 

 

 

c) 記載する件数は１件とするが、この際、同種業務の実績を優先するものとする。

記載した業務については契約書の写しを提出すること。ただし、当該業務が、

PUBDISの業務カルテ情報に登録されている場合は、技術資料にPUBDISの業務カル

テ情報に登録された業務名及び当該業務実績を登録した時点で所属していた設計

事務所等のPUBDISの「会社コード」を記載すれば、契約書の写しを提出する必要は

ない。 

 

 

③ 新たな分担業務分野の追加（様式５） 

7) 保有資格等 

技術者の保有する資格のうち、「７．入札参加者を選定するための基準」における「資

格評価表」（以下「資格評価表」という。）に記載された当該分野の資格を記載する。 

関連資料として技術者の保有資格を証明する書類（資格者証の写し等）を添付するこ

と。また、建築士法第22条の2に定める期間内に同条に定める定期講習を受講したことを証

明する書類（定期講習修了証の写し等。なお、建築士法施行規則第17条の37第１項１ 一級

建築士定期講習の項イ（同条第２項及び第３項において準用する場合を含む。）に該当する

場合は建築士試験の合格を証明する書類（合格証書の写し等））も添付すること。【「ま

た、」以降については、資格評価表において一級建築士、二級建築士及び木造建築士を設定

する場合に記載する。】 

 
 

5)  平成○○年○○月○○日以降【標準として過去10年とするが、業務内容に応じて

適宜、設定すること。】に契約履行が完了した同種又は類似業務の実績 

b) 該当する業務実績について、以下のｲ)～ﾎ)の項目を記載する。   

ｲ) 業務名称及びPUBDIS（※）登録の有無 

PUBDISへの登録状況について、有又は無のうち該当するものに○をつける。有

の場合は、当該業務を登録した時点で所属していた設計事務所等のPUBDISの「会

社コード」を記載すること。 

 

 

c) 記載する件数は１件とするが、この際、同種業務の実績を優先するものとする。

記載した業務については契約書の写しを提出すること。ただし、当該業務が、

PUBDISに登録されている場合は、技術資料にPUBDISに登録された業務名及び当該

業務実績を登録した時点で所属していた設計事務所等のPUBDISの「会社コード」を

記載すれば、契約書の写しを提出する必要はない。 

 

 

③ 新たな分担業務分野の追加（様式５） 

7) 保有資格等 

技術者の保有する資格のうち、「７．入札参加者を選定するための基準」における「資

格評価表」（以下「資格評価表」という。）に記載された当該分野の資格を記載する。 

 



○「建設コンサルタント業務等におけるプロポーザル方式及び総合評価落札方式の運用ガイドライン」の一部改正について（平成 27 年 1月 22 日付国地契第 58 号,国官技第 217 号,国営整第 213 号,国北予第 27 号）の別添 運用ガイドライン 新旧対照表 

 

 

（下線部分が改正部分） 

新 旧 
 
７．入札参加者を指名するための基準 

(1) 参加表明書の評価項目、評価の着目点、並びに評価のウェイトは、以下のとおりで

ある。 

 

（中略） 

 

資格評価表 
分担業務分野 評価する資格（番号の順に評価する。） 
管理技術者 

 
【当該業務が建築士法第３条に規定される一級建築士でなければできない設

計業務で、管理技術者に一級建築士であることを業務実施上の条件とする場

合は記載しない。】 
【業務内容に応じて適宜、設定する。】 

総合・構造 ⑰ 一級建築士 ②二級建築士 ③その他 
電   気 ①建築設備士、技術士、一級建築士 ②一級電気工事施工管理技士 

⑱ 二級電気工事施工管理技士 ④その他 
機   械 ①建築設備士、技術士、一級建築士 ②一級管工事施工管理技士 

⑲ 二級管工事施工管理技士 ④その他 

※海外の資格については、当該資格と同等であると判断できる説明資料を提出した場合、 
同等の評価を行う。 

※「技術士」の資格は当該分野における技術士とする。 
※「その他」とは、当該分野における技術者資格とする。 
※参加表明書提出時点において建築士法第22条の2に定める期間内に同条に定める定期講習を

受講していない場合（建築士法施行規則第17条の37第１項１ 一級建築士定期講習の項イ

（同条第２項及び第３項において準用する場合を含む。）に該当する場合を除く。）、建築

士としての資格を評価しない。 
【評価する資格に一級建築士、二級建築士及び木造建築士を設定する場合に記載すること。】 
【業務内容に応じて、適宜分担業務分野、評価する資格を追加、削除、変更すること。】  

  

 

 
７．入札参加者を指名するための基準 

(1) 参加表明書の評価項目、評価の着目点、並びに評価のウェイトは、以下のとおりで

ある。 

 

（中略） 

 

資格評価表 
分担業務分野 評価する資格（番号の順に評価する。） 
管理技術者 

 
【当該業務が建築士法第３条に規定される一級建築士でなければできない設

計業務で、管理技術者に一級建築士であることを業務実施上の条件とする場

合は記載しない。】 
【業務内容に応じて適宜、設定する。】 

総合・構造 ⑳ 一級建築士 ②二級建築士 ③その他 
電   気 ①建築設備士、技術士、一級建築士 ②一級電気工事施工管理技士 

21 二級電気工事施工管理技士 ④その他 
機   械 ①建築設備士、技術士、一級建築士 ②一級管工事施工管理技士 

③二級管工事施工管理技士 ④その他 
※海外の資格については、当該資格と同等であると判断できる説明資料を提出した場合、 
同等の評価を行う。 

※「技術士」の資格は当該分野における技術士とする。 
※「その他」とは、当該分野における技術者資格とする。 
【業務内容に応じて、適宜分担業務分野、評価する資格を追加、削除、変更すること。】  

  

 



○「建設コンサルタント業務等におけるプロポーザル方式及び総合評価落札方式の運用ガイドライン」の一部改正について（平成 27 年 1月 22 日付国地契第 58 号,国官技第 217 号,国営整第 213 号,国北予第 27 号）の別添 運用ガイドライン 新旧対照表 

 

 

（下線部分が改正部分） 

 

新 旧 
 
１１．総合評価に関する事項 

(3) 技術評価点を算出するための基準 

 技術資料の内容について、以下の評価項目、判断基準、並びに評価のウェイトは以下の

とおりとする。 

 

① 予定技術者の経験及び能力 

評価 

項目 
評価の着目点 評価の 

ｳｪｲﾄ  判断基準 
技術力 平成○○年○○月○○日以降（※１）

に契約履行が完了した同種又は類

似業務の実績 

（実績の有無及び携わった立場） 

以下の順で評価する。 
① 同種業務の実績がある。 
② 類似業務の実績がある。 

上記に加え、実績の立場を下記の順で 
評価する。 
●管理技術者の場合 
① 管理技術者又はこれに準ずる立場 
② 主任担当技術者又はこれに準ずる立場 
③ 担当技術者又はこれに準ずる立場 

●主任担当技術者の場合 
① 主任担当技術者又はこれに準ずる立場 
② 担当技術者又はこれに準ずる立場 

管理技術者 ○○ 
主任担当 
技術者 

◎◎ ○○ 
△△ ○○ 
◇◇ ○○ 

  

平成○○年○○月○○日以降（※2）

に契約履行が完了した○○（国土

交通省大臣官房官庁営繕部、国土

交通省各地方整備局営繕部、北海

道開発局営繕部及び内閣府沖縄総

合事務局開発建設部営繕課とし、

相互利用する機関名を追記する。

）実施の営繕事業に係る○○業務

の成績評価 

以下の順で評価する。 
① 00点以上の実績がある。(加点) 
② ①、④以外の実績がある。(加点) 
③ 実績が無い。(0点) 
④ 00点未満の実績がある。(減点) 

管理技術者 ○○ 
主任担当 
技術者 

◎◎ ○○ 
△△ ○○ 
◇◇ ○○ 

  
（複数の実績がある場合は、評価点の平

均） 
 

ＣＰＤ ＣＰＤ取得単位を評価。 管理技術者 ○○ 
  主任担当 

技術者 
◎◎ ○○ 

  △△ ○○ 
  ◇◇ ○○ 

 

 

 

 

 

 

 
１１．総合評価に関する事項 

(3) 技術評価点を算出するための基準 

 技術資料の内容について、以下の評価項目、判断基準、並びに評価のウェイトは以下の

とおりとする。 

 

① 予定技術者の経験及び能力 

評価 

項目 
評価の着目点 評価の 

ｳｪｲﾄ  判断基準 
技術力 平成○○年○○月○○日以降（※１）

に契約履行が完了した同種又は類

似業務の実績 

（実績の有無及び携わった立場） 

以下の順で評価する。 
① 同種業務の実績がある。 
② 類似業務の実績がある。 

上記に加え、実績の立場を下記の順で 
評価する。 
●管理技術者の場合 
① 管理技術者又はこれに準ずる立場 
② 主任担当技術者又はこれに準ずる立場 
③ 担当技術者又はこれに準ずる立場 

●主任担当技術者の場合 
① 主任担当技術者又はこれに準ずる立場 
② 担当技術者又はこれに準ずる立場 

管理技術者 ○○ 
主任担当 
技術者 

◎◎ ○○ 
△△ ○○ 
◇◇ ○○ 

  

平成○○年○○月○○日以降（※2）

に契約履行が完了した○○（国土

交通省大臣官房官庁営繕部、国土

交通省各地方整備局営繕部、北海

道開発局営繕部及び内閣府沖縄総

合事務局開発建設部営繕課とし、

相互利用する機関名を追記する。

）実施の営繕事業に係る○○業務

の成績評価 

以下の順で評価する。 
① 00点以上の実績がある。(加点) 
② ①、④以外の実績がある。(加点) 
③ 実績が無い。(0点) 
④ 00点未満の実績がある。(減点) 

管理技術者 ○○ 
主任担当 
技術者 

◎◎ ○○ 
△△ ○○ 
◇◇ ○○ 

  
（複数の実績がある場合は、評価点の平

均） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



○「建設コンサルタント業務等におけるプロポーザル方式及び総合評価落札方式の運用ガイドライン」の一部改正について（平成 27 年 1月 22 日付国地契第 58 号,国官技第 217 号,国営整第 213 号,国北予第 27 号）の別添 運用ガイドライン 新旧対照表 

 

 

 

（下線部分が改正部分） 

新 旧 
 
〔参考７〕簡易公募型総合評価落札方式における入札説明書例（建築関係） 

〔様式標準例〕 

 

（様式２）管理技術者の経歴等 

 
④ 保有資格等    
当該資格を保有していることを証明する書類（資格者証の写し等）及び建築士定期講習の最終受講年月日を証明す

る書類（定期講習修了証の写し等）等を添付すること。 
・一級建築士          （登録番号：○○    ）（取得年月日：昭和○○年○○月○○日） 

（建築士定期講習の最終受講年月日又は建築士試験合格年月日：平成○○年○○月○○日） 
  ・（                    ）  （登録番号：       ）（取得年月日：     年   月   日） 

 

（様式３－○）各主任担当技術者の経歴等 

 
④ 保有資格等    
当該資格を保有していることを証明する書類（資格者証の写し等）及び建築士を記載する場合は建築士定期講習の

最終受講年月日を証明する書類（定期講習修了証の写し等）等を添付すること。 
・○○建築士          （登録番号：○○    ）（取得年月日：昭和○○年○○月○○日） 

（建築士定期講習の最終受講年月日又は建築士試験合格年月日：平成○○年○○月○○日） 
  ・（                    ）  （登録番号：       ）（取得年月日：     年   月   日） 

 

（様式５）新たに分担業務分野を追加する場合の主任担当技術者等 

 
⑦ 保有資格等    
当該資格を保有していることを証明する書類（資格者証の写し等）及び建築士を記載する場合は建築士定期講習の

最終受講年月日を証明する書類（定期講習修了証の写し等）等を添付すること。 
・○○建築士          （登録番号：○○    ）（取得年月日：昭和○○年○○月○○日） 

（建築士定期講習の最終受講年月日又は建築士試験合格年月日：平成○○年○○月○○日） 
  ・（                    ）  （登録番号：       ）（取得年月日：     年   月   日） 

 

 

 

 

 

 

 

 
〔参考７〕簡易公募型総合評価落札方式における入札説明書例（建築関係） 

〔様式標準例〕 

 

（様式２）管理技術者の経歴等 

 
④ 保有資格等    
 ・一級建築士          （登録番号：○○    ）（取得年月日：昭和○○年○○月○○日） 
  ・（                    ）  （登録番号：       ）（取得年月日：     年   月   日） 

 

 

（様式３－○）各主任担当技術者の経歴等 

 
④ 保有資格等    
 ・（                    ）  （登録番号：       ）（取得年月日：     年   月   日） 
  ・（                    ）  （登録番号：       ）（取得年月日：     年   月   日） 

 

 

 

（様式５）新たに分担業務分野を追加する場合の主任担当技術者等 

 
④ 保有資格等    
 ・（                    ）  （登録番号：       ）（取得年月日：     年   月   日） 
  ・（                    ）  （登録番号：       ）（取得年月日：     年   月   日） 

 

 

 

 



○「建設コンサルタント業務等におけるプロポーザル方式及び総合評価落札方式の運用ガイドライン」の一部改正について（平成 27 年 1月 22 日付国地契第 58 号,国官技第 217 号,国営整第 213 号,国北予第 27 号）の別添 運用ガイドライン 新旧対照表 

 

 

 

（下線部分が改正部分） 

新 旧 
 
〔参考７〕簡易公募型総合評価落札方式における入札説明書例（建築関係） 

〔○○○○○設計業務 参加表明書及び技術資料評価要領（案）〕 

 

１．業務実施上の条件 

（１）以下の場合は、欠格とする。 

 

① 建築士法第３条に規定されている一級建築士でなければできない設計業務の場合は、管理

技術者が一級建築士でない場合又は参加表明書提出時点において建築士法第 22 条の 2に

定める期間内に同条に定める定期講習を受講していない場合（ただし、建築士法施行規則

第 17 条の 37 第１項１ 一級建築士定期講習の項イに該当する場合を除く。）。業務内容に

応じて他に資格要件を求めた場合は、当該資格を保有していない場合。 

 
 
２．資格及び技術力 

（１）各項目の評価 

①専門分野の技術者資格 

１）（略） 

２）（略） 

３）（略） 

４）参加表明書提出時点において建築士法第 22 条の 2 に定める期間内に同条に定める定期講

習を受講していない場合（建築士法施行規則第 17 条の 37 第１項１ 一級建築士定期講習の

項イ（同条第２項及び第３項において準用する場合を含む。）に該当する場合を除く。）、建

築士としての資格を評価しない。 

【評価する資格に一級建築士、二級建築士及び木造建築士を設定する場合に記載するこ

と。】 

 
〔参考７〕簡易公募型総合評価落札方式における入札説明書例（建築関係） 

〔○○○○○設計業務 参加表明書及び技術資料評価要領（案）〕 

 

１．業務実施上の条件 

（１）以下の場合は、欠格とする。 

 

①管理技術者が一級建築士でない場合。（建築士法第３条に規定されている一級建築士でなけ

ればできない設計業務の場合。）また、業務内容に応じて他に資格要件を求めた場合は、当

該資格を保有していない場合。 

 

 

 

 

２．資格及び技術力 

（１）各項目の評価 

①専門分野の技術者資格 

１）（略） 

２）（略） 

３）（略） 

４）（新設） 

    

 


